
 

 

 

令和５年度の公益通報実績 

NO 受付日 通報先 通報者 
該当 

ｾﾝﾀｰ 
概  要 

受理・ 

不受理 

調査結果 

（不受理の理由） 
是正措置 その他 

1 R5.5.1 本部 匿名 精神 ハラスメント 受理 通報事実は確認できず ― 

良好な職場環境の維持 

に努めるよう該当者

に指導した 

２ R5.5.12 本部 職員 母子 
・年休の扱い 

・ハラスメント 
受理 通報の事実は確認できず ― 

・所属長にスタッフと

の意思疎通を適切に

行うこと等を注意・

指導した。 

・全職員に必ず時間外

勤務申請を行うこと

等を周知徹底した。 

３ R5.5.13 本部 匿名 母子 
母体搬送コーディネータ

ー料の不正受給疑い 
受理 

不正受給には該当しないが、「自 

分では対応せず」等の通報は事 

実であるものと判断できる。 

― ― 

４ R5.5.19 本部 匿名 急性期 
・上長の退勤打刻改ざん 

・時間外勤務時間付替え 
受理 

・上長による打刻、時間外勤務 

時間の付替えを確認した 

・時間外勤務手当は適正に支給 

されていたが、一部に支給漏 

れ過払いがあった。 

・上長 2 名に対し、口頭注意を

行った。 

・支給漏れ・過払いがあった時

間外勤務手当について、追

給・戻入を行った。 

― 

５ R5.5.30 本部 匿名 本部 
昇任選考の内規を作成す 

るべき 
不受理 

通報要件に該当せず 

(要望・意見等に該当) 
― ― 

６ R5.6.15 本部 匿名 急性期 
ハラスメントの再発防止

策が実行されていない 
受理 

ハラスメント対策に不十分な点

が確認された 

・ラウンドの実施など不十分な

点があったため実施するよう

改善した 

・階層別のハラスメント研修を 

 実施した 

― 

７ Ｒ5.6.17 本部 匿名 
がん 

母子 
職員の不適切な関係 不受理 

通報要件に該当せず 

(機構の運営等に非該当) 
― ― 



 

 

 

NO 受付日 通報先 通報者 
該当 

ｾﾝﾀｰ 
概  要 

受理・ 

不受理 

調査結果 

（不受理の理由） 
是正措置 その他 

８ Ｒ5.7.13 本部 匿名 

 

 

急性期 

 

 

・医師の指示のないＣＴ 

 撮影が行われた 

・土曜日出勤要請に従わ 

ない職員が存在 

受理 

・通報のＣＴ撮影は、医師によ 

る口頭指示のもと行われてい 

た 

・電子カルテへのオーダー入力 

が撮影後に行われるなど、不 

適切な行為が確認された 

・職員が土曜日出勤要請を拒否 

する事実は認めらなかった 

・当該部署の全職員に対し、「医 

師の指示の下、依頼オーダー 

入力後に必ず検査を施行」す 

るよう周知した 

・全職員に対し、診察を希望す

る場合は正規の受診手続きを 

経るよう周知した 

― 

９ Ｒ5.9.15 本部 匿名 がん 

上長が部外者を所属内に

招き入れているにもかか

わらず、部下に対して部外

者立入禁止のルールを作

成した 

受理 

・上長が所属職員に、部外者は 

セキュリティエリア外で対応 

するよう周知していること 

は、施設管理上適切な措置で 

ある。 

・上長が部外者を所属内に招き 

入れている事実は確認されな 

かった。 

― ― 

10 Ｒ5.10.29 本部 匿名 母子 ハラスメント 受理 

大阪母子医療センターのハラス

メント事案に関する調査委員会

において、パワーハラスメント

等が認定され、機構においても

ヒアリングを行い、パワーハラ

スメント等を認定した。 

通報の事実が確認できたことか 

ら、ハラスメント等行為者の管 

理監督者等に懲戒処分等を行っ 

た。 

― 

11 R5.11.2 本部 匿名 急性期 

・医師の指示なく部下が上 

長のレントゲン撮影を実 

施した 

・データ検索ができない 

 ように氏名・IDを改ざん 

 した 

受理 通報の事実を確認した 

・当該部署の全職員に対し、「医

師の指示の下、依頼オーダー

入力後に必ず検査を施行」す

るよう周知した。 

・全職員に対し、診察を希望す 

 る場合は正規の受診手続きを

経るよう周知した 

・医師の指示のない放射線照射

を行った職員に懲戒処分を実

施した 

― 

12 R5.11.10 本部 匿名 
本部 

急性期 

年末調整書類を提出しよ

うとする際、不適切な対応

をされた 

不受理 
通報要件に該当せず 

(苦情・意見等に該当) 
― ― 



 

 

 

NO 受付日 通報先 通報者 
該当 

ｾﾝﾀｰ 
概  要 

受理・ 

不受理 

調査結果 
（不受理の理由） 

是正措置 その他 

13 R5.11.13 本部 匿名 急性期 

・技師が医師の指示なく 

レントゲン撮影してい 

た、と発言していた。 

・医師の撮影指示は事後 

であり、画像が保存され 

ていない。 

受理 

 

・通報のレントゲン撮影は医師 

による口頭指示のもと行われ 

ていた 

・正規の受診手続きを経ず、電

子カルテへのオーダー入力が

撮影後に行われるなど、不適

切な行為が確認された 

・全職員に対し、診察を希望す 

 る場合は正規の受診手続きを

経るよう周知した 

・不適切な行為を行った職員に

対し、服務上の措置を実施し

た 

― 

14 R5.12.15 本部 匿名 急性期 

医師からの指示なく自身

の身体を撮影する法令違

反行為等が行われている 

受理 通報の事実を確認した 

医師の指示のない放射線照射を 

行った職員に懲戒処分を実施し 

た 

― 

15 R6.1.23 本部 匿名 急性期 

時間外勤務時間の付替え

について面談が実施され

ているが、実効性がない方

法である 

不受理 

通報要件に該当せず 

（既に通報事案に対応してい 

るため） 

― ― 

16 R6.2.22 本部 匿名 がん 
上長によるマタニティハ

ラスメント 
受理 通報の事実は確認できず ― ― 

17 R6.3.27 本部 職員 急性期 ハラスメント 受理 通報の事実は確認できず ― 

該当者にスタッフへの 

指導の際は、配慮する 

よう指導した 

18 R6.3.28 本部 匿名 急性期 ハラスメント 不受理 

通報要件に該当せず 

（既に通報事案に対応している 

ため） 

― ― 

 


